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東日本大震災の被災者に対する一部負担金の免除措置に係る 

一部負担金等免除証明書の取扱いに関するポスターについて 

 

 

医療保険制度の円滑な実施について、平素より格段の御協力、御尽力を賜り厚く御

礼申し上げます。 

東日本大震災の被災者に対する一部負担金の免除措置の対象となった方々（以下

「免除対象者」という。）が、実際に一部負担金の免除を受けるためには、保険医療

機関等の窓口で、有効期限の切れていない一部負担金等免除証明書（以下「免除証明

書」という。）を提示することが必要です。 

こうした免除証明書の取扱いについては、免除対象者に御理解いただく必要がある

ことから、当該取扱いを周知するためのポスター（「医療機関等で受診される東日本

大震災の被災者の皆さまへ」）を厚生労働省のホームページ（国民健康保険の給付に

ついて (mhlw.go.jp)）にアップロードいたしましたので、必要に応じて窓口に掲示す

る等、被災者に対しての周知に御協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

別 添 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21736.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21736.html

